
令和５年度

第２回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会 次第

令和６年２月１日 14:00～16:00

四万十町役場東庁舎２階

多目的小ホール

１ 開会 （ １４：００～ ）

２ 議事 （ １４：０５～ ）

中山間地域等直接支払制度の最終評価

内容説明：農業政策課

３ 現地視察 （ １５：１５～ ）

高西地区四万十野菜集出荷場

４ 閉会 （ ～１６：００ ）



令和５年度

第２回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会

配布資料

（１）道府県フォローアップ結果（集落協定）

（２）アンケート集計結果

（市町村アンケート結果の集計）

（３）第５期産業振興計画（農業分野）（案）

※令和６年１月 29 日「令和５年度第２回高知県産業振興計画

フォローアップ委員会農業部会」資料より関係箇所抜粋

農業政策課

資料１



集落段階

市町村により、「△」又は
「×」と評価された項目に
ついて、目標達成に向け
た活動の実施

中間年評価

指導・

助言、
フォロー
アップ

Ｒ６年
１月末
予定

Ｒ６年
３月末
予定

都道府県（第三者委員会）

最終評価書

アンケート調査結果の分析

目標達成見込みのフォロー
アップ状況

中間年評価

Ｒ６年３月までに実施

第三者委員会による評価

市町村

中間年評価

　「△」又は「×」と評価した
項目のある集落協定に対
するフォローアップ

アンケート調査

○　市町村における本制度

　の役割
○　市町村において重視し

　ている農業施策
○　次期対策の方針　　等　　　　　　　

第５期対策における最終評価の体系とスケジュール（案）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

第三者
委員会

評価スケジュール

７月
▲

11月
▲

３月
▲

10月
▲ ▲ ▲ ▲

３月 ８月 ８月（予定）
▲

６月 12月
▲

６月（予定）
▲

・中間年評価の手法・内容の検討

・市町村による協定の評価
・アンケート調査
・事例収集
・統計データによる効果分析
・各結果の分析

・最終評価の
　手法・内容の

　検討

・最終評価の
　実施
・結果の分析
・次期対策の
　検討

国による
評価の
進め方

▲ ▲
中間年評価 最終評価

最終評価の体系
国（第三者委員会）

都道府県最終評価書の分析

農用地減少防止効果等の分析

Ｒ６年８月末までに実施
第三者委員会による評価

最終評価書

中間年評価結果（自己評価結果、アン
ケート）と実施状況のクロス集計による
詳細な分析

最終評価の目的

　中間年評価において、取組が不十分と評価された協定に対する市町村によるフォローアップ結果を踏まえ、第５期対策における協定活動
の実施状況を最終的に評価するほか、次期対策について市町村がどのような考えの下で取り組むのか、その方針等を把握するとともに、中
間年評価等の内容を詳細に分析・検討することで、制度の見直しに反映するものとする。



様式２－１

１．集落マスタープランに係る活動

③改善の見込みなし

２．農業生産活動等として取り組むべき事項

　道府県フォローアップ結果（集落協定）

道府県名 高知県

最終評価における改善状況

交付停止
（予定を含む）

△と評価した協定数 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0

最終評価における改善状況

③改善の見込みなし

交付停止
（予定を含む）

交付金返還
（予定を含む）

 ⑴耕作放棄の防止等の活動

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0

 ⑵水路・農道等の管理

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0

 ⑶多面的機能を増進する活動

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0

中間年評価における
市町村の評価結果 ①改善済み

②改善の見込み
あり

中間年評価における
市町村の評価結果 ①改善済み

②改善の見込み
あり



３．集落戦略の作成状況

（１）集落戦略の作成状況

（２）集落戦略の話し合いに用いる地図の作成状況

最終評価における改善状況

③改善の見込みなし

交付停止
（予定を含む）

交付金返還
（予定を含む）

△と評価した協定数 16 8 8 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 16 8 8 0 0 0

最終評価における改善状況

③改善の見込みなし

交付停止
（予定を含む）

交付金返還
（予定を含む）

△と評価した協定数 75 64 11 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 75 64 11 0 0 0

中間年評価における
市町村の評価結果 ①改善済み

②改善の見込み
あり

中間年評価における
市町村の評価結果 ①改善済み

②改善の見込み
あり



４．加算措置の目標の達成状況

最終評価における改善状況

③改善の見込みなし

交付停止
（予定を含む）

交付金返還
（予定を含む）

 ⑴棚田地域振興活動加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0

 ⑵超急傾斜農地保全管理加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0

 ⑶集落協定広域化加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0

 ⑷集落機能強化加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0

 ⑸生産性向上加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0

中間年評価における
市町村の評価結果 ①改善済み

②改善の見込み
あり



様式２－２

アンケート調査結果
（市町村アンケート結果の集計）

都道府県名 高知県 担当部署 農業振興部農業政策課

実施市町村数 31

1．中山間地域では、今後さらに人口減少・高齢化が進行し、農業の担い手の確保も困難になることが予想される状況下、市町村
と
　しても10年後を見据えると重点を置いて実施する対策も現在と違うことが考えられる。
　　現在と今後（10年後）、重点を置いて実施する必要があると考えられる中山間地域に対する農業・農村振興対策は何か。

①現在（市町村数） ②10年後（市町村数）

順位 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ア　農業の担い手を確保するための支援 20 3 3 1 21 1 5

イ　担い手への農地の集積・集約化のための支援 5 8 2 1 2 6 1 1 1

ウ　サービス事業体のほか、多様な農業人材の育成・確保への支援 2 2 1 1 1 4 1

エ　農業機械の購入、農業用施設や農産加工施設等の整備に対する
　　支援

6 4 4 4 1 5 2 2 2

オ　農業基盤整備への支援 2 1 2 5 1 1 2 2 1

カ　畑地転換への支援 1 1

キ　鳥獣害対策に対する支援　 2 3 3 4 4 1 1 5 2 4

ク　高収益作物の生産やブランド化、農産物加工に対する支援 1 4 1 4

ケ　機械の共同利用や農作業の効率化に対する支援 1 1 5 3 3 1 4 4 4 1

コ　スマート農業実用化への支援 1 1 1 6 2 4 2

サ　環境負荷低減に向けた取り組みへの支援 1

シ　地域の各種団体と連携・協力し、地域の農用地を守る仕組みを
　　構築する取組への支援

2 5 5 1 4 5 3

ス　地域外からの定住者等を確保するための支援　 1 3 2 2 1 7 2 1 4

セ　都市部の組織や市民との交流活動等や地域情報を発信するため
　　の支援

ソ　地域の活動をサポートする組織や人材を確保するための支援 3 3 1 3 5 4

タ　地域での生活支援活動（高齢者への声掛け、子どもの見守り、
　　買い物支援、雪かき等）に対する支援

1 1 1 1 4 1

チ　集落協定の広域化や統合に対する支援 1 2 1 2 2

ツ　その他

２．今後さらに集落協定参加者の減少・高齢化が予想される状況下、これまでと同様に農地を維持・耕作すること、共同活動を継
続
　することなどが困難になるほか、事務手続きが十分できない集落協定の増加も考えられる中、どのような考えで次期対策に取り
組

①－１　集落協定からの申請の有無に限らず、市町村として本制度によってどのような農地を守ろうと考えているのか（傾斜等の要件を満　
　　　たしていることを前提として回答）

市町村数

ア　耕地条件が悪く、今後、耕作を継続する見込みが不安視される農地であっても、本制度により守っていきた
　　い

3

イ　耕作条件が悪くとも、耕作が継続される見込みがあれば、本制度により守っていきたい 20

ウ　中山間地域の中でも耕作条件の良い農地であれば、耕作の有無に限らず、本制度により守っていきたい 6

エ　中山間地域の中の耕作条件の良い農地であって、耕作が継続される見込みがあれば、本制度により守ってい
　　きたい

2

　　項目



　

②－１　活動を廃止する小規模協定が多い中、参加農家数10戸以下又は農地面積10ha未満の集落協定が今後も活動を継続するためには、
　　　市町村として何をする必要があると考えているのか

市町村数

ア　周辺の集落協定との統合や他の協定未加入農家の参加を促進する 6

イ　統合ではなく、複数の協定の連携を促して事務の共通化、農地保全活動の共同化、農作業の共同化、機械の
　　共同利用、鳥獣害対策の共同化、生産支援活動の共同化など、連携が可能な活動を推進する

15

ウ　統合や連携は特に推進せず、制度の要件を満たせば支援（活動計画の承認）する 7

エ　小さな協定は無い 3

②－２　集落協定が今後10年間、共同活動を継続するためには、市町村としては最低限どの程度の協定農地面積と参加農家数が必要と考え
　　　ているのか　

【最小の協定農地面積】 【最小の参加農家数】

最小の単位
現在

（市町村数）

10年後
（市町村
数）

最小の単位
現在

（市町村数）
10年後

（市町村数）

ア　１ha以上、２ha未満 12 13 ア　２戸 4 4

イ　２ha以上、５ha未満 8 4 イ　３～４戸 7 7

ウ　５ha以上、10ha未満 5 8 ウ　５～９戸 10 12

エ　10ha以上、15ha未満 3 4 エ　10～1４戸 5 5

オ　15ha以上 3 2 オ　15戸以上 5 3

③　８割の市町村が事務負担の軽減を要望しているが、集落協定に対する事務支援※について、市町村として今後、どうしていきたいと考
　えているのか
　（※事務支援とは、活動計画等の書類の作成等の補助を協定に対し行うことをいう）

市町村数

ア　協定への事務支援を負担に感じていない 5

イ　これまでどおりの協定への事務支援は困難なため、協定の統合や複数協定の連携（事務の共通化）を推進
　　し、事務負担を軽減したい

10

ウ　これまでどおりの協定への事務支援は困難なため、協定に対し、外部組織への事務の委託を推進し、事務負
　　担を軽減したい

8

エ　これまでどおりの協定への事務支援は困難であるが、これといった対応策が思い付かない 7

オ　協定への事務支援は、従来からほとんど行っていない 1

④　これまで集落協定が行ってきた各種の共同活動について、今後、これまでと同様に行うことが困難になることが予想されるが、共同活
　動継続のためには、市町村としてどのような体制づくりが必要と考えているのか　

市町村数

ア　集落協定の統合（複数の協定を1つの協定にまとめること）を推進する 8

イ　集落協定の統合はせず、複数の協定が連携した事務の共通化、農地保全活動の共同化、農作業の共同化、機
　　械の共同利用、鳥獣害対策の共同化、生活支援活動の共同化等を推進する

16

ウ　集落協定と多面的機能支払いの活動組織、集落営農組織、JA、自治会、社会福祉協議会、PTA、土地改良
　　区、NPO法人、学校等との連携を推進する

16

エ　集落協定と地域おこし協力隊員、集落支援員、学生等の非農業者との連携を推進する 11

オ　市町村農業担当部局が企画部局、福祉部局、地域振興部局等が連携した農地保全及び生活支援活動を推進す
　　る

3

カ　市町村が農業委員会、ＪＡ、公民館、社会福祉協議会、土地改良区、NPO法人、学校等と連携した農地保全
　　及び生活支援活動を推進する

3

キ　市町村が関係機関とも連携した、未実施集落に対する協定活動の実施を働きかける 3

ク　市町村が農業委員会やJA等の農業関係機関等と連携し、集落協定の統合又は連携、協定活動への多様な組織
　　等の参画を促す体制を作る

7

ケ　その他（　　） 2



第5期産業振興計画（農業分野）（案）

資料1 令和６年１月29日

第2回産業振興計画
フォローアップ委員会農業部会

※関係箇所抜粋



柱１　生産力の向上と持続可能な農業による産地の強化

　　　　　　農業産出額等（飼料用米交付金含む）　　　                         
分野を代表する目標 農業生産量（野菜主要11品目）

出発点（R4）1,081億円  ⇒  4年後（R9）1,224億円  ⇒  10年後（R15)1,248億円
出発点（R4）12.9万ｔ  ⇒  ４年後（R9）14.1万ｔ  ⇒  10年後（R15）14.6万ｔ

柱２　中山間地域の農業を支える仕組みの再構築

農業分野の施策の展開　　～地域で暮らし稼げる農業～ 
目指す姿

①IoPプロジェクトの推進
②データ駆動型農業による営農支援の強化
③園芸産地の生産基盤強化
④地元と協働した企業の農業参入の推進

（１）Next次世代型こうち新施設
園芸システムの普及推進

①有機農業の推進
②堆肥の利用促進
③IPM技術の普及拡大　
④施設園芸における省エネルギー対策
⑤みどりの食料システム戦略の推進にかかる技術開発　
⑥稲WCSの生産拡大

（２）農業のグリーン化の推進

①野菜の生産振興　②特産果樹の生産振興
③花きの生産振興　 ④大規模露地園芸の推進

（３）園芸品目別総合支援

①スマート農業の実証と実装支援
（５）スマート農業の普及推進

①主食用米の生産振興　　②酒米の生産振興　
③水田の有効活用に向けた有望品目への転換

（４）水田農業の振興

①土佐あかうしに加えて土佐黒牛のブランド化の推進
②肉用牛、養豚の生産基盤強化と生産性向上
③土佐ジロー、土佐はちきん地鶏の生産と加工販売体制の強化
④酪農における生乳生産能力の向上
⑤飼料価格高騰の影響を受けにくい畜産への構造転換
⑥稲WCSの生産拡大（再掲）　　⑦食肉センターの整備

（６）畜産の振興

①新規事業者の掘り起こしと売れる商品づくり
（７）６次産業化の推進

①集落営農の推進
②農地の受け皿となる法人の育成

（１）集落営農組織の拡大と
　　　　農地の受け皿となる法人の育成 ①土佐茶の生産振興と販売・消費拡大

②野菜の生産振興（再掲）
③特産果樹の生産振興（再掲）
④花きの生産振興（再掲）
⑤大規模露地園芸の推進（再掲）

（３）中山間に適した農産物等の生産

①農村型地域運営組織（農村RMO）の推進

（２）組織間連携の推進と
　　　　地域の中核組織の育成

①品目別輸出戦略に基づいた需要・販路拡大
②輸出に意欲的な産地への支援強化

（４）農畜産物のさらなる輸出拡大

① 「とさのさと」を活用した県産農産物の地産外商の強化
② 園芸品・米・茶・畜産物のブランド力の強化と総合的な販売PR

（２）直接取引等多様な流通の強化

① 卸売市場と連携した販売拡大
② 産地を支える集出荷システム構築への支援

（１）「園芸王国高知」を支える市場流通
のさらなる発展

①産地提案型による自営就農者への就農支援の強化
②雇用就農者への就農支援の強化
③畜産の担い手確保の推進

（１）産地を支える新規就農者の確保・育成

①JA無料職業紹介所と連携した労働力の確保
②農福連携の推進
③外国人材の受け入れ支援
④仕事と家事、子育て等を両立できる労働体制の整備（再掲）

（３）労働力の確保

①認定農業者の育成支援
②家族経営体の経営発展に向けた支援
③法人経営体への誘導と経営発展への支援

（４）家族経営体の強化及び法人経営体
　　　　 の育成

①農業の魅力の発信強化　  
②若者・女性向け農業体験・研修の強化
③仕事と家事、子育て等を両立できる意識改革の推進
④仕事と家事、子育て等を両立できる労働体制の整備
⑤女性が働きやすい環境整備への支援
⑥産地提案型による自営就農者への就農支援の強化（再掲）
⑦雇用就農者への就農支援の強化（再掲）

〇生産性の向上と持続可能な生産方式の両立により所得が確保され、いきいきと農業ができる環境が確立されている
〇多様な農業人材が農業生産や生産基盤の維持・保全活動に参画し、中山間地域の農業・農村が守られている

生産者のレベルに
応じて指導します

改善のポイントが
よくわかる！

データ駆動型による営農指導（普及指導員・JA営農指導員）

なる
ほど
!!

IoPクラウドにデータ収集

データ分析

デジタル化でもっと楽しく！もっと楽に！もっと儲かる！農業へ

集落営農組織や
農地の受け皿となる法人

耕畜連携の推進

              グリーン化による農業の構造転換で持続可能な農業を実現

①中山間地域等直接支払制度の推進　 ②多面的機能支払制度の推進
（４）日本型直接支払制度の推進

①担い手への農地集積の加速化(再掲) 　②園芸団地の整備促進(再掲)

①まとまった優良農地の確保に向けた基盤整備の推進(再掲)
②迅速かつきめ細かな優良農地の確保に向けた基盤整備の推進(再掲)

（２）基盤整備の推進

（３）農地の確保

柱５　農業全体をけん引する基盤整備の推進と優良農地の確保

（２）若者・女性への就農支援の強化

  働きやすい環境整備により農業が女性・若者から選ばれる仕事へ

　　　　　　　　多様な農業人材・組織等により中山間地域の農業を守る

優良農地 担い手

省エネ技術の導入

農村RMO

中山間に適した品目の生産振興

ドローン防除等スマート農業
機器による省力化

農業の多面的機能の保持

point

point

①まとまった優良農地の確保に向けた基盤整備の推進
②迅速かつきめ細かな優良農地の確保に向けた基盤整備の推進
③担い手への農地集積の加速化　　④園芸団地の整備促進

（１）地域計画の着実な推進

point

大都市圏での量販店フェア強化等により販売額をUPpoint品目別輸出戦略に基づき販路を拡大point

拡

point

拡
拡

新

新

拡

拡
拡

新
新

新
新
新
拡
拡

新

新

拡
拡

拡

拡

生産増▶所得向上▶担い手増の好循環を創出！

① 卸売市場関係者との連携強化による県産青果物の販売拡大

（３）関西圏における県産農畜産物の販売拡大

  中山間地域の条件の悪い農地
  をほ場整備で優良農地へ

point 企業参入や規模拡大に
 必要な大規模な農地を創出

point

 地域計画に基づき担い手
 へ農地集積

point 柱３　流通・販売の支援強化

新規就農者

柱４　多様な担い手の確保・育成

拡

拡

拡

拡

拡

  まとまった農地での生産により
  物量を確保し有利販売へ

point

＜農用地保全＞

＜地域資源活用＞ ＜生活支援＞

拡



　　　　現
状

◆農業経営・就農支援センターによる就農相談者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※不明者除く　
　就農相談者  H28:273人 ⇒ R4:240人　　
    うち女性　　（14.7％）　　 （24.2％）

◆全産業に占める若年層の就業者の割合
　農業　3.8%（2,170人／57,552人）
　　うち女性　2.5％（679人／27,447人）　

◆中学生へのアンケート（対象：高知国際中学校３年４３人）
　Ｑ 将来農業をしてみたいと思いますか
　Ａ はい:０％、いいえ:46.5％、わからない:53.5%

◆農大・高知農業高校の入学者数の推移（うち女性）
　　

＜地域の声＞
　・女性に自営農業はできない、機械操作や力仕事
　　は無理などの根強い偏見がある。

要
因

◆農業体験参加者の推移（うち女性）

◆こうちアグリ体験合宿参加者の推移（うち女性）

◆農業担い手育成センターの入校者数の推移
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うち女性）

＜地域の声＞
　・女性に農業への興味を持ってもらえるような研
　　修等を充実させてほしい。

◆ハウス価格高騰による初期投資費用(対H28年度比/10あたり）
　軒高・高強度ハウス　H28:12,532千円⇒R4:14,824千円（118%）

◆雇用就農に占める非正規雇用の割合 (総務省:就業構造基本調査）
  非正規雇用の割合:62.6 %
　男女別の非正規雇用の割合　女性:77.8％、男性:46.8％

◆主要品目の家族１人当たりの年間労働時間 
　シシトウ:2,287時間　キュウリ:2,239時間　ピーマン:1,917時間

＜地域の声＞
　【地域団体との意見交換会】
　　・親の経営基盤が弱いことや、農業情勢の悪化等により親元
　　　就農でさえもリスクが高まっている。
　　・中山間地域にあった基盤整備が必要。
　　・未整備の農地では、作業条件が悪い。
　　・基盤整備をしていないと農地が守れない。

　【女性農業者との意見交換会】
　　・出産、育児の時など農業の労働力支援がない。
　　・ほ場へのトイレ、更衣室など労働環境の整備支援が必要。

農業が職業の選択肢として意識され
ていない 農業の仕事内容が知られていない 特に女性にとって労働環境等が十分でない

　・新規就農者数はピークのH28に比べR4は22.5％減少
　・年齢別でみると、20代～30代の若年層が多いが、ピークのH28に比べR4は、
　　若年層だけで67人減少しており、新規就農者数減少の主要因になっている
　・新規就農者が減少している中、女性の新規就農者は例年50人前後で推移

【就農形態別】
　＜新規参入＞ 徐々に減少し、ピークのH29に比べR4はほぼ半数に減少
　＜親元就農＞ R4には前年比19人増加したが、ピークのH28より26%減少
　＜雇用就農＞ ピークのH28は、四万十町に施設園芸団地が整備されたことなどが
　　　　　　　　　　 要因で、H29には82人に減少し、その後は80人台で横ばい

男女別の

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 0
（0）

8
（3）

126人

193人

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
45

（10）
35

（12）
37

（12）
20
（3） 未実施 7

（2）
11
（2）

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
26
（3）

34
（1）

32
（2）

23
（1）

30
（4）

37
（3）

37
（3）

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

農大 23
（５）

24
（９）

36
（９）

28
（５）

28
（４）

30
（３）

33
（5）

高知
農業高校

69
（20）

76
（29）

77
（29）

73
（27）

71
（24）

61
（25）

60
（23）

 若者、特に女性から選ばれる魅力ある仕事の創出・確保対策（農業分野）



　　　　新規就農者数　出発点（R4）214人⇒（R9）320人　　　　うち女性新規就農者数　　　　　　出発点（R4）52人 ⇒（R9）100人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　うち若年（15～34歳）女性新規就農者数　    16人 ⇒（R9） 50人　　
目
標
値

課
題

①農業に興味を持ってもらう取組

【情報発信】
○女性農業者の活躍事例のPR　　
　・ロールモデルとなる県内女性農業者の事例
　 集の作成・情報発信
　・農村女性リーダーネットワーク等による情報
　 発信
〇SNSで本県農業の魅力を拡散 
　・農業者等に統一キーワード（#）を付けて
　　の投稿を広く呼びかけ
　・農業者を対象としたSNS発信講座の開催
　（発信者の拡大）
○戦略的なWeb広告の配信

　

②就農をイメージした農業の魅力を
　　知ってもらう取組 　 ③働きやすい環境整備や規模拡大への支援

【環境整備】
○女性が働きやすい環境整備への支援　　
　・更衣室、トイレ・シャワー室の設置支援
　・アシストスーツ、高さが調節できる作業台等の導入支援
○仕事と家事、子育て等を両立できる体制の整備
　・子育て中の農作業サポート支援体制の検討
　・JA無料職業紹介所とデイワーク（短期バイトアプリ）との
　　タイアップによる労働力確保
　・休日確保推進のための酪農ヘルパー制度の検討

【就農支援】
○親元就農への就農支援
　・就農直後の経営確立支援を強化(特に夫婦）
○トレーニングハウスでの模擬経営による就農研修の強化　　　　　　　　　　　
○中古ハウス確保対策への支援
○新規就農者等の確保・育成に向けた迅速な農地整備
○女性向け農業機械研修　

【雇用促進】　
○女性が働きやすい環境整備事例の発信
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
【農業体験】
○農業体験ツアーの開催　
　・いきいきと活躍する女性や若者の農業者
　　との交流
○県内産地訪問　　　　　　　
　・就農後の生活を具体的にイメージさせる　
○こうちアグリ体験合宿　　　
　・宿泊短期研修（体験型）に女性が
　　参加しやすいよう、女性向けメニューを新設
○中学生への職業体験　
　・農業をイメージアップし職業として捉える
　　きっかけを作る
○農業高校向け宿泊研修の対象を拡大
　（農業コース等）　　　　　　
　・農業担い手育成センターでの1泊研修
○大学生のインターンシップ受入
   　

新

拡

拡

新

拡

拡

新

若年層の新規就農者が増加し、地域で暮らし稼げる農業の確立！

農業が職業の選択肢として意識され
ていない 農業の仕事内容が知られていない 特に女性にとって労働環境等が十分でない

R
6
年
度
の
取
組

拡

拡

新拡

新

新

拡

新

新

新

新

新

【意識改革】
○女性活躍の理解促進、固定観念の払拭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・男性農業者に対する仕事と子育て両立
　　に向けた意識啓発（研修会・チラシ配付）
　・支援機関（市町村、JA部会等）への
　　啓発（研修会等）
○スタートアップセミナーの開催　　
　　・東京・大阪で農業の魅力を伝える
　　　セミナーを開催 
○中学・高校生への出前授業　

　　　 　　

拡

 若者、特に女性から選ばれる魅力ある仕事の創出・確保対策（農業分野）



令和５年度

第２回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会

参考資料

（１）都道府県中間年評価書

（集落協定等の自己評価関係）

（２）都道府県中間年評価書

（集落協定等へのアンケート関係）

（３）都道府県の推進体制に関する自己評価票

農業政策課

参考資料



１．制度の実施状況の概要

　【参考】

　※「耕地及び作付け面積統計」より転記

２．集落協定の概要

　【参考】

様式3-2

都道府県中間年評価書
（集落協定等の自己評価関係）

都道府県名 高知県 担当部署 農業振興部農業政策課

Ⅰ　中山間地域等直接支払制度の実施状況（Ｒ３年度）

協定数 農用地面積 交付額

ア 集落協定 544 協定 6,458 ha 96,058 万円

a 基礎単価の対象 257 協定 1,614 ha 17,671 万円

b 体制整備単価の対象 287 協定 4,845 ha 67,582 万円

c 加算措置

(a)棚田地域振興活動加算 5 協定 138 ha 1,380 万円

(b)超急傾斜農地保全
　 管理加算

124 協定 1,099 ha 6,472 万円

(c)集落協定広域化加算 5 協定 283 ha 657 万円

(d)集落機能強化加算 3 協定 58 ha 175 万円

(e)生産性向上加算 25 協定 869 ha 2,122 万円

イ 個別協定 協定 ha 万円

a 基礎単価の対象 協定 ha 万円

b 利用権設定等単価
　（10割単価）の対象

協定 ha 万円

c 超急傾斜農地保全管理加算 協定 ha 万円

合計 544 協定 6,458 ha 96,058 万円

Ｒ３年耕地面積※ 23,738 ha 

協定参加者数 交付面積 交付金額

１協定当たり平均値 20 人 12 ha 177 万円

ア 協定参加者数 11,059 人

イ 交付金配分額 96,058 万円

a うち個人への配分 58,236 万円

b うち共同取組活動 37,822 万円



１．評価項目に対する都道府県の評価

（１）集落協定

１の（１）について都道府県の総合的な所見【必須】

Ⅱ　都道府県による評価結果

評価結果（協定数）

◎ ○ △ ×

ア　集落マスタープランに係る活動 46 498

イ　農業生産活動等として取り組むべき事項

ａ　耕作放棄の防止等の活動 33 511

ｂ　水路・農道等の管理 66 478

ｃ　多面的機能を増進する活動 46 498

ウ　集落戦略の作成

ａ　集落戦略の作成見込み 45 226 16

ｂ　集落戦略の話合いに用いる地図の作成状況 59 153 75

エ　加算措置の目標の達成状況・達成見込み

ａ　棚田地域振興活動加算 5

ｃ　急傾斜農地保全管理加算 13 111

ｄ　集落協定広域化加算 5

ｅ　集落機能強化加算 1 2

ｆ　生産性向上加算 5 20

優 良 可 不可

458 86

(84%) (16%)

評価項目

オ　全体評価

　基礎的な活動である集落マスタープランに係る活動と農業生産活動等として取り組むべき事項は、
全ての協定（544協定）で着実に取り組みがされており、最終年（R６年度）においても活動の実施が
見込まれる。
　また、加算措置に取り組む協定においても全ての協定で最終年（R６年度）までに目標達成が見込
まれる。
　一方で、体制整備単価協定（287協定）において必須となる集落戦略の作成は、16協定において、
最終年までの作成に「不安がある」となっている。さらに話し合いに用いる地図の作成状況では、75
協定において、「不安がある」となっている。
　高齢化が進むなか、本制度に取り組むことにより、協定参加者が協力して農地等を保全し、耕作放
棄の発生は抑制されているが、持続的な活動としていくための集落戦略については、作成に不安をか
かえる協定が相当数あるため、総会などの集いの場を活用して、集落戦略の作成に繋がるよう、市町
村と連携して助言していく必要がある。



（２）個別協定

１の（２）について都道府県の総合的な所見【必須】

１について第三者機関の意見【必須】

評価結果（協定数）

◎ ○ △ ×

ア　利用権の設定等又は同一生産行程における基幹的農作業の受委託

イ　農業生産活動等として取り組むべき事項

ａ　耕作放棄の防止等の活動

ｂ　水路・農道等の管理

ｃ　多面的機能を増進する活動

ウ　利用権設定等として取り組むべき事項

エ　加算措置（超急傾斜農地保全管理加算)

優 良 可 不可

評価項目

オ　全体評価

・集落戦略の作成に不安があるとする協定に対し、令和４年度末の状況を確認し、市町村において、
総会や座談会の機会を捉えて、作成を進めていく必要がある。県においても、進捗状況を把握し、遅
れがみられる協定には、市町村と連携し、作成を促していくことが重要。
・集落戦略の話合いを通じて、課題がでてきた際に、解決策を併せて検討していくためには、地図作
成も含めて行政等関係機関の支援が必要。



２．評価が「△」・「×」の評価項目に対する指導・助言の状況

（１）集落協定

ウ　集落戦略の作成

（２）個別協定

指導・助言の内容の内訳（内訳ごとの協定数）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ I Ｊ

ア　集落マスタープランに係る活動

イ　農業生産活動等として取り組む
　　べき事項

ａ　耕作放棄の防止等の活動

ｂ　水路・農道等の管理

ｃ　多面的機能を増進する活動

ａ　集落戦略の作成状況・作成
　　見込み

13 13 15 1

ｂ　地図の作成状況 19 57 57 9

エ　加算措置の目標の達成状況・
　　達成見込み

ａ　棚田地域振興活動加算

ｂ　超急傾斜農地保全管理加算

ｃ　集落協定広域化加算

ｄ　集落機能強化加算

ｅ　生産性向上加算

指導・助言の内容の内訳（内訳ごとの協定数）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ I Ｊ

ア　利用権の設定等又は同一生産行程
　　における基幹的農作業の受委託

イ　農業生産活動等として取り組むべき事項

ａ　耕作放棄の防止等の活動

ｂ　水路・農道等の管理

ｃ　多面的機能を増進する活動

ウ　利用権設定等として取り組むべき事項

エ　加算措置
　（超急傾斜農地保全管理加算)

評価項目

評価項目



３．集落協定の話合いの回数と集落戦略の作成

（１）集落協定の話合いの回数

３の（１）について都道府県の所見【必須】

（２）集落戦略作成の話合いの参加者

３の（２）について都道府県の所見【必須】

３について第三者機関の意見【必須】

話合い回数（回数ごとの協定数）

０回 １回 ２回 ３回以上

141 176 226
(26%) (32%) (42%)

85 139 46 17
(30%) (48%) (16%) (6%)

137 166 241
(25%) (31%) (44%)

20 161 75 31
(7%) (56%) (26%) (11%)

話合いの参加者 協定数 割合

①　協定参加者 255 協定 89 ％

②　協定参加者以外の集落の住民 58 協定 20 ％

③　農業委員等、市町村や農業委員会及びJA等の関係組織の担当者 101 協定 35 ％

④　NPO法人、企業、学識経験者、専門知識等を有する者 3 協定 1 ％

⑤　協定役員のみ 6 協定 2 ％

⑥　話合いをしていない 18 協定 6 ％

全協定数

Ｒ２年度 543

うち集落戦略 287

Ｒ３年度 544

うち集落戦略 287

　３回以上話合いを行う協定数が令和３年度に微増しており、新型コロナウイルスの感染拡大の影響
を受ける中においても、話合い（書面での情報共有含む）による合意形成が浸透してきていることが
うかがえる。
　一方で、対面による話合いに制限を受けていることから、集落戦略などの作成に苦慮しているもの
と思われる。

　協定参加者以外の集落の住民や市町村等の担当者を交えて、積極的に話合いを行っている協定があ
る一方で、協定役員のみにとどまったり、話合いができていない協定が一定数ある。
　総会などの集いの場を活用して、集落戦略の作成に繋がるよう、市町村と連携して助言していく必
要がある。

・コロナ禍において、話合いの回数が微増していることや、令和２年度から令和３年度にかけて、集
落戦略の話合いをしていないとする協定数が減っていることは良い傾向。
・協定参加者を主体に話合いをされるのが基本ではあるが、解決策がなかなか見出せないため、市町
村、JA、協定参加者以外の集落の住民にも参加してもらい、議論を活発にしていく必要がある。

集落協定の
話合いの状況



協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

協
定 ％

４の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

４の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

４．市町村に要望する支援内容

（１）集落協定 （２）個別協定

市町村に要望する支援内容 協定数 割合 市町村に要望する支援内容 協定数 割合

①　協定書作成に係る支援 258 47 ①　協定書作成に係る支援

②　集落戦略作成に係る支援 226 42 ②　目標達成に向けた支援

③　目標達成に向けた支援 143 26 
③　集落協定の立ち上げに
　向けた支援

④　協定の統合・広域化への
　支援

60 11 
④　協定対象面積の拡大に
　向けた支援

⑤　事務負担軽減に向けた支
　援

210 39 
⑤　事務負担軽減に向けた
　  支援

⑥　①～⑤以外の支援　　 15 3 ⑥　①～⑤以外の支援　　

⑦　特に支援を要望しない 161 30 ⑦　特に支援を要望しない

　協定書作成や事務負担軽減に係る支援を求める協定が多く、活動を継続していく上で大きな課題と
なっている。全国の成功事例（地域内の複数集落協定で協議会を設立し、専任の事務職員を雇用する
ことで、会計事務等の負担軽減を図った事例など）を参考に、専任の事務職員をおいている集落活動
センターなどとの連携について、市町村と協議していく必要がある。
　また、協定の統合・広域化への支援を求める協定も一定数あるため、近隣の協定との連携ができな
いかについても、市町村と協議していく必要がある。

・中山間地域の課題解決のため、国に対して、現場の状況をしっかり発信していくことが必要。



（１）集落協定

継続意向の協定数

広域化の意向がある

広域化の意向はない

廃止意向の協定数

①　活動の中心となるリーダーの高齢化のため

②　協定参加者の高齢化による体力や活動意欲低下のため

③　地域農業の担い手がいないため

④　農業収入が見込めないため

⑤　鳥獣被害の増加

⑥　農道や水路、畦畔の管理が困難なため

⑦　圃場条件が悪いため

⑧　事務手続きが負担なため

⑨　交付金の遡及返還への不安なため

⑩　統合の相手先となる協定が近隣にないため

⑪　協定内の意見がまとまらず、合意形成が困難なため

⑫　交付金がなくても農用地の維持・管理が可能なため

⑬　その他

Ⅲ　次期対策（令和７年度～）等

１．継続の意向等

次期対策（令和７年度～）での活動継続の意向等 協定数 割合

513 協定 94 ％

99 協定 19 ％

414 協定 81 ％

31 協定 6 ％

19 協定 61 ％

28 協定 90 ％

16 協定 52 ％

6 協定 19 ％

14 協定 45 ％

5 協定 16 ％

3 協定 10 ％

5 協定 16 ％

6 協定 19 ％

4 協定 13 ％

1 協定 3 ％

協定 ％

1 協定 3 ％

広
域
化

の
意
向

協
定
廃
止
の
理
由



（２）個別協定

①　高齢化による体力低下や病気のため

②　後継者がいないため

③　これ以上の規模拡大が困難なため

④　集落協定に参加するため

⑤　農道や水路、畦畔の管理が困難なため

⑥　農業収入が見込めないため

⑦　鳥獣被害が増加しているため

⑧　圃場条件が悪いため

⑨　事務手続きが負担なため

⑩　交付金の遡及返還が不安なため

⑪　近隣の協定が農地を引き受けてくれるため

⑫　交付金がなくても農用地の維持・管理ができるため

⑬　その他

集落協定の広域化等に対する推進方針

廃止意向の協定に対する働きかけの方針

１の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

次期対策（令和７年度～）の継続意向等 協定数 割合

継続意向の協定数 協定 ％

廃止意向の協定数 協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

協定 ％

　市町村の推進方針を踏まえつつ、広域化の意向がある協定には、個別に状況把握を行い、広域化に
向けた検討を行うよう、市町村へ助言していく。

　廃止意向の協定は高齢化が主な原因であるため、近隣の集落協定との広域化の検討、対象農地を
絞っての維持も含め活動継続の可能性を模索するよう市町村へ助言していく。

・広域化の意向がある協定には、広域化に向けて、廃止意向の協定は、広域化も含めて、活動継続の
検討ができるよう、状況をしっかり把握し、支援していくことを望む。
・なお広域化にあたっては意味がある範囲で協定を結ぶ必要がある。単に事務負担軽減や高齢化によ
り範囲を決定すると、肝心な共同活動や農地保全が空洞化してしまって、本末転倒。目的を達成する
ため、行政側で誘導してもらいたい。

協
定
廃
止
の
理
由



（１）集落協定

①　代表者

人 人 人 人

人 人 人

②　事務担当者（会計）

人 人 人 人

人 人 人

協定 協定

協定 協定

協定 協定

協定 協定

協定 協定

協定 協定

協定 協定

協定 協定

協定 協定

２．協定の役員

96 177 224 46

(18%) (33%) (41%) (8%)

68 159 317

(13%) (29%) (58%)

429 協定 84 協定

(84%) (16%)

128 194 191 30

(24%) (36%) (35%) (6%)

85 166 293

(16%) (31%) (54%)

479 協定 34 協定

(93%) (7%)

③　事務委託等の状況

事務委任の有無 現在 今後

なし 509 協定 94 ％ 511 協定 94 ％

あり 35 6 ％ 33 6 ％

行政書士・公認会計士 1 3 ％ ％

事務組合 ％ ％

NPO ％ ％

集落法人 2 6 ％ 3 9 ％

ＪＡ ％ ％

土地改良区 ％ ％

個人 2 6 ％ ％

その他 30 86 ％ 30 91 ％

年齢 ～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳～

代表者になってからの
年数

～２年 ３年～７年 ８年～

次期対策での代表者の
継続の目途

ある ない

年齢 ～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳～

担当者になってからの
年数

～２年 ３年～７年 ８年～

次期対策での担当者の
継続の目途

ある ない

委
任
先



（２）個別協定

交付対象者

協定 協定 協定 協定

人 人 人 人

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

協定 協定

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

交付対象者 個人 法人
任意
組織

その他

年齢 ～59歳
60～
69歳

70～
79歳

80歳～

後継者の有無 いる いない

　代表者や会計担当者が高齢化し、継続に不安を抱える協定が相当数あるため、協定内で役割分担を
行い、継続できるよう促す必要がある。
　事務委託等、事務負担軽減につながる仕組み作り（集落活動センターとの連携を含む）を提案して
いく。

・集落協定の代表者等の年齢は半数近くが70才以上であり、80才を超える方も一定数いる。次世代へ
引き継いでいくことが必要。定年退職を迎える世代（60代、70代）をターゲットに、中山間地域での
地域づくりに関心を持ってもらえるようなセミナーを開催し、啓発していくことが必要ではないか。
・地域おこし協力隊なども積極的に活用されるよう望む。



１　集落協定の範囲等

（１）協定対象農用地と農業集落の農用地の範囲（範囲の図は別添のとおり）

（２）集落協定の話合いの持ち方

２　集落戦略

（１）集落戦略の作成に当たっての工夫

様式3-2

都道府県中間年評価書
（集落協定等へのアンケート関係）

都道府県名 高知県 担当部署 農業振興部農業政策課

Ⅳ　アンケート調査の対象協定（集落）等数

協定等数
アンケート実施

協定等数

集落協定 544 協定 109 協定

個別協定 協定 協定

廃止協定 協定 16 協定

未実施集落 集落 31 集落

市町村 市町村 31 市町村

Ⅴ－１　集落協定へのアンケート調査結果の評価

協定数 割合

①１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－１ 18 協定 17 ％

②１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－２ 11 協定 10 ％

③１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－１ 54 協定 50 ％

④１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－２ 16 協定 15 ％

⑤１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－１ 2 協定 2 ％

⑥１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－２ 8 協定 7 ％

協定数 割合

①中山間地域等直接支払制度のための話合いを開催 81 協定 74 ％

②地域の他の話合いとともに、中山間地域等直接支払制度の話合いを開催 28 協定 26 ％

協定数 割合

①アンケートや戸別訪問等により、話合いの方法を工夫した 9 協定 8 ％

②話合いをリードする者を活用して進めた 25 協定 23 ％

③市町村や関係機関の協力を得て進めた 35 協定 32 ％

④協定参加者が、今後も健在であることを前提として作成を進めた 21 協定 19 ％

⑤担い手やリーダーの確保、農地中間管理機構への農地の貸付等に取り組んでいくこと
を前提に作成を進めた

3 協定 3 ％

⑥集落戦略の作成範囲を分割し、一つの話合いの単位を小さくして作成した 2 協定 2 ％

⑦その他 協定 ％

⑧特になし 2 協定 2 ％

⑨まだ作成していない 6 協定 6 ％



（２）集落戦略の作成の効果

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

３　加算措置に取り組む際に中心となった者

４　第５期対策における本制度の効果について

（１）本制度に取り組まなかった場合に協定対象農地が荒廃農用地になっていた割合

協定数 割合

①集落営農を組織化・法人化した又はその計画がある 10 協定 9 ％

②認定農業者や新規就農者を確保した又は確保する計画がある 5 協定 5 ％

③集落でまとまって農地中間管理機構に農用地を貸し付けた又はその手続きを進めてい
る

協定 ％

④一部の農用地を農地中間管理機構に貸し付けた又はその手続きを進めている 3 協定 3 ％

⑤担い手に農用地を貸し付けた又はその計画がある（農地中間管理機構を使わないケー
ス）

10 協定 9 ％

⑥基盤整備等により耕作条件を改善した又はその計画がある 3 協定 3 ％

⑦スマート農業等の省力化技術を導入した又はその計画がある 7 協定 6 ％

⑧耕作条件が劣る農地の粗放的管理や林地化を実施又はその計画がある 3 協定 3 ％

⑨鳥獣害対策を実施した又はその計画がある 32 協定 29 ％

⑩所得確保のため高収益農産物の生産や加工等を始めた又はその計画がある 4 協定 4 ％

⑪他の協定等との統合・連携をした又はその計画がある 1 協定 1 ％

⑫高齢者等への声掛けや見守り等の生活支援活動を開始した又はその計画がある 10 協定 9 ％

⑬特に何もしていない 13 協定 12 ％

⑭その他 2 協定 2 ％

　集落戦略の作成に当たっての工夫では、市町村等の協力を得て進めた協定が最も多く、有効な
手法と思われる。
　また、地域ぐるみで取り組むことにより効果が得られやすい、鳥獣害対策の実施や集落営農の
組織化などの動きが一定数あり、集落戦略の作成が産地の維持や産業の活性化につながる前向き
な取組につながっていると考えられる。

※　アンケート対象の集落協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－１　集落協定へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

協定数

広域化
加算

集落機能
強化加算

生産性
向上加算

棚田加算
超急傾斜

加算

1 6 1 13

(1%) (6%) (1%) (12%)

1 1 5

(1%) (1%) (5%)

1 1 1 6

(1%) (1%) (1%) (6%)

協定数 割合

①協定対象農用地の１割未満 27 協定 25 ％

②協定対象農用地の１～３割 29 協定 27 ％

③協定対象農用地の３～５割 26 協定 24 ％

④協定対象農用地の５割以上 16 協定 15 ％

⑤荒廃化していない 11 協定 10 ％

・集落戦略の作成では、集落で防災の課題、空き家の課題など、それぞれが計画を策定している
のが現状、農業を含めて集落全体の将来像を描けるよう県が誘導してもらいたい。集落活動セン
ターなどを拠点に、集落戦略作りを進めていくことが理想的。

①協定代表者

②協定代表者以外の協定参加者

③統合された集落協定又は集落の側から

④市町村等の行政からの働きかけ

⑤その他



（２）隣接する集落の状況

ア　隣接する集落の本制度の取組状況

イ　本制度に取り組んでいない隣接集落の農用地の荒廃状況

（３）本制度や加算に取り組んだことによる効果

４の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

４の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

協定数 割合

①隣接する集落は本制度に取り組んでいる 85 協定 78 ％

②隣接する集落は本制度に取り組んでいない 11 協定 10 ％

③隣接する集落が本制度に取り組んでいるか分からない 13 協定 12 ％

協定数 割合

①ここ数年、荒廃した農地が目立ってきた 5 協定 5 ％

②ここ数年、耕作されていない農用地が目立ってきた 3 協定 3 ％

③以前と変わらない 3 協定 3 ％

④以前よりも荒廃や耕作されていない農用地が減った 協定 ％

⑤その他 協定 ％

協定数

イ 加算に取り組んだことによる効果

広域化
加算

集落機能
強化加算

生産性
向上加算

棚田加算
超急傾斜

加算

86 1 3 1 10

(79%) (1%) (3%) (1%) (9%)

92 2 4

(84%) (2%) (4%)

21 2 2

(19%) (2%) (2%)

17 2 1 3

(16%) (2%) (1%) (3%)

6 1

(6%) (1%)

8 1

(7%) (1%)

48 5

(44%) (5%)

10 1 1

(9%) (1%) (1%)

5 1 1 2

(5%) (1%) (1%) (2%)

5 1

(5%) (1%)

5

(5%)

44 1 1

(40%) (1%) (1%)

2

(2%)

1 1

(1%) (1%)

　大半の協定が、本制度に取り組まなかった場合に荒廃農地が増えていたと回答していること
や、制度全体の効果としても、荒廃農地の発生防止や水路・農道等の維持を選択する協定が多い
ことから、中山間地域等における耕作放棄の発生防止という事業目的は達成している。
　また、集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持されたとする協定も一定数あり、共同で農地
等を保全していくことで集落機能の継続にも寄与している。

ア 制度
による全
体の効果

①荒廃農地の発生防止　　

②水路・農道等の維持、地域の環境が保全された

③農業機械等の共同利用により作業が効率化した

④農業（農外）収入が増加した

⑤集落営農の組織化・法人化、新規就農者等の担い手を
確保（増加）した　

⑥担い手への農地の集積・集約化が進んだ

⑦鳥獣被害が減少した

⑧荒廃農地を再生した

⑨都市住民等との交流が増加した

⑩定住者等を確保した　　

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子ど
もの見守り、買い物支援、雪かき・雪下ろし等）を開始
（拡大）した

⑫集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持された　

⑬その他

⑭特に効果は感じられない

・荒廃農地の発生を防止していくためには、協定を継続し、共同活動を実践していく必要があ
る。



５　集落協定が実施している各種の活動
（１）集落協定が実施している活動

（２）（１）の活動に当たっての連携組織

５の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

５の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

協定数

ア 現在実施して
いる活動

イ 今後実施予定
の活動（今後も
継続する活動含

む）
58 57

(53%) (52%)
55 51

(50%) (47%)
35 30

(32%) (28%)
1 4

(1%) (4%)
13 12

(12%) (11%)
20 21

(18%) (19%)
72 64

(66%) (59%)
13 13

(12%) (12%)
6 6

(6%) (6%)
14 15

(13%) (14%)
11 11

(10%) (10%)

3 2
(3%) (2%)
4 7

(4%) (6%)

協定数

ア 現在実施して
いる活動

イ 今後実施予定
の活動（今後も
継続する活動含

む）
45 45

(41%) (41%)
43 38

(39%) (35%)
15 14

(14%) (13%)
11 12

(10%) (11%)
4 3

(4%) (3%)
5 6

(5%) (6%)

25 28
(23%) (26%)

2 2
(2%) (2%)
7 7

(6%) (6%)
1 1

(1%) (1%)
27 24

(25%) (22%)

　協定対象農用地以外の農用地や農道・水路等の保全活動を実施している協定が半数ほどあり、
本制度に取り組むことによって、集落で一体的な共同活動がなされていることがうかがえる。
　連携組織としては、自治会、町内会など集落内の組織と連携されていることから、さらに農業
団体以外の組織との連携を促すとともに、農村RMOの形成など新たな視点も加えて、活動の継続
を図る必要がある。

①協定対象農用地以外の農用地の保全活動（草刈り、耕起、畦畔の草刈り、法面の管
理等）
②協定対象農用地に隣接しない農道・水路等の維持・管理活動（多面的機能支払によ
る活動を含む）

③鳥獣緩衝帯の設置・草刈り

④維持できなくなった農地の林地化（計画的な植林）

⑤農作業の共同化

⑥農業機械の共同利用

⑦鳥獣害対策

⑧放牧、景観作物の栽培等の粗放的農地利用

⑨都市住民との交流活動

⑩農産物の販売・加工

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪
かき・雪下ろし等）

⑫生き物観察や生物保全活動

⑬その他

⑭協定対象農用地の保全活動、農道・水路等の維持・管理活動以外の活動はしていな
い

①市町村、都道府県

②自治会、町内会

③子ども会、婦人会、青年会、老人会、地域の団体

④地域運営組織

⑤社会福祉協議会、NPO、社会福祉法人　

⑥保育園・幼稚園、小・中学校、高等学校

⑦大学

⑧他の集落協定、集落営農組織、多面的機能支払交付金の活動組織、土地改良区、JA　

⑨民間企業

⑩地域おこし協力隊

⑪その他

⑫連携している組織はない

・「農業団体以外の組織」との連携を促すことは、非常に有効な対策。地域において、商工会な
どお互いの取組を知らないケースが多く、広範囲に情報発信し、連携を促していくことが大切。
行政主導で進めてもらいたい。



１　第５期対策における本制度の効果

（１）本制度に取り組まなかった場合に協定対象農用地が荒廃農地になっていた割合

（２）隣接する集落の状況

ア　隣接する集落の本制度の取組状況

イ　本制度に取り組んでいない隣接集落の農用地の荒廃状況

（３）本制度に取り組んだことによる効果

Ⅴ－２　個別協定へのアンケート調査結果の評価

協定数 割合

①協定対象農用地の１割未満 協定 ％

②協定対象農用地の１～３割 協定 ％

③協定対象農用地の３～５割 協定 ％

④協定対象農用地の５割以上 協定 ％

⑤荒廃化していない 協定 ％

協定数 割合

①隣接する集落は本制度に取り組んでいる 協定 ％

②隣接する集落は本制度に取り組んでいない 協定 ％

③隣接する集落が本制度に取り組んでいるか分からない 協定 ％

協定数 割合

①ここ数年、荒廃した農地が目立ってきた 協定 ％

②ここ数年、耕作されていない農用地が目立ってきた 協定 ％

③以前と変わらない 協定 ％

④以前よりも荒廃や耕作されていない農用地が減った 協定 ％

⑤その他 協定 ％

協定数 割合

①荒廃農地の発生防止　　 協定 ％

②水路・農道等の維持、地域の環境が保全された 協定 ％

③農業機械等の共同利用により作業が効率化した 協定 ％

④農業（農外）収入が増加した 協定 ％

⑤集落営農の組織化・法人化、新規就農者等の担い手を確保（増加）した　 協定 ％

⑥担い手への農地の集積・集約化が進んだ 協定 ％

⑦鳥獣被害が減少した 協定 ％

⑧荒廃農地を再生した 協定 ％

⑨都市住民等との交流が増加した 協定 ％

⑩定住者等を確保した　　 協定 ％

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）を開始（拡大）した

協定 ％

⑫集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持された　 協定 ％

⑬その他 協定 ％

⑭特に効果は感じられない 協定 ％



１の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

１の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

２　今後の経営意向

（１）経営規模の拡大意向

（２）規模拡大に当たっての農用地の条件

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

※　アンケート対象の個別協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－２　個別協定へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

協定数 割合

①規模拡大の意向がある 協定 ％

②現状維持 協定 ％

③規模拡大より農地を集約したい 協定 ％

④規模を縮小したい（農業経営をやめる意向を含む） 協定 ％

協定数 割合

①農地面積や圃場条件にはこだわらない 協定 ％

②基盤整備済みの圃場であること 協定 ％

③農業用水（灌水施設を含む）が利用できること 協定 ％

④鳥獣害防止柵等の対策が講じられていること 協定 ％

⑤農道の整備やほ場に大型機械が入ること 協定 ％

⑥日当たりや水はけの良い圃場であること 協定 ％

⑦環境保全型農業に適した圃場であること 協定 ％

⑧ほ場が面的にまとまっていること 協定 ％

⑨賃料が安いこと 協定 ％

⑩その他 協定 ％



１　第４期末まで協定対象農用地として維持・管理してきた農用地の現在の状況

１について都道府県の所見【必須】

１について第三者機関の意見【必須】

２　集落の共同活動
（１）現在の集落での共同活動

（２）現在の共同活動の参加者の数

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

Ⅴ－３　廃止協定へのアンケート調査結果の評価

元協定数 割合

①荒廃した農用地がある 11 協定 69 ％

②作付けしない農用地がある 11 協定 69 ％

③転用された農用地がある 4 協定 25 ％

④林地化（植林）された農用地がある 協定 ％

⑤景観作物の作付や放牧等の粗放的利用されている農用地がある 協定 ％

⑥担い手から所有者に返還された農用地がある 2 協定 13 ％

⑦担い手に貸し付けされた農用地がある 3 協定 19 ％

⑧鳥獣被害が発生している 10 協定 63 ％

⑨災害による被害を受けた農用地がある 1 協定 6 ％

⑩基盤整備された農用地がある（令和２年４月以降） 協定 ％

⑪以前と特に変わらない（令和２年４月以降） 1 協定 6 ％

⑫その他 協定 ％

　廃止協定においては、荒廃した農用地が増えている現状があるため、協定を継続していくこと
が重要と考える。

※　アンケート対象の廃止協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－３　廃止協定へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

元協定数 割合

①農地の保全活動（草刈り、耕起、畦畔の草刈り、法面の管理等） 3 協定 19 ％

②農道・水路等の維持・管理活動（多面的機能支払による活動を含む） 8 協定 50 ％

③鳥獣緩衝帯の設置・草刈り 1 協定 6 ％

④維持できなくなった農地の林地化（計画的な植林） 協定 ％

⑤農作業の共同化 協定 ％

⑥農業機械の共同利用 協定 ％

⑦鳥獣害対策 3 協定 19 ％

⑧放牧、景観作物の栽培等の粗放的農地利用 協定 ％

⑨都市住民との交流活動 協定 ％

⑩農産物の販売・加工 協定 ％

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）

協定 ％

⑫生き物観察や生物保全活動 協定 ％

⑬その他 1 協定 6 ％

⑭集落で共同活動は実施していない 4 協定 25 ％

元協定数 割合

①集落協定の活動していた当時より減った 5 協定 31 ％

②集落協定の活動していた当時より増えた 1 協定 6 ％

③集落協定の活動していた当時と変わらない 4 協定 25 ％

　共同活動は減少傾向であるが、農道・水路等の維持・管理活動は半数の集落で継続されてお
り、共同活動の仕組みが定着している。

・第６期対策に向けて、広域化の検討など廃止協定を少しでも減らす努力をお願いする。
・なお広域化にあたっては意味がある範囲で協定を結ぶ必要がある。単に事務負担軽減や高齢化
により範囲を決定すると、肝心な共同活動や農地保全が空洞化してしまって、本末転倒。目的を
達成するため、行政側で誘導してもらいたい。

・交付金を受けなくても共同活動の仕組みが定着しているのは、事業の成果である。



３　５年後（令和10年度）の集落の状況
（１）「話合い」や「行事」のまとめ役（リーダー）となる者の５年後の有無

（２）地域の農業の「担い手」の５年後の有無

（３）集落の農用地の５年後の荒廃状況

３の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

３の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

４　集落協定の範囲等

（１）元協定対象農用地と農業集落の農用地の範囲（範囲の図は別添のとおり）

（２）集落協定の話合いの持ち方

５　近隣の集落協定から誘いがあった場合の対応

５について都道府県の所見【必須】

５について第三者機関の意見【必須】

元協定数 割合

①いる 2 協定 13 ％

②いない 12 協定 75 ％

元協定数 割合

①いる 3 協定 19 ％

②いない 11 協定 69 ％

元協定数 割合

①集落の農用地の１割未満が荒廃する 2 協定 13 ％

②集落の農用地の１～３割が荒廃する 7 協定 44 ％

③集落の農用地の３～５割が荒廃する 4 協定 25 ％

④集落の農用地の５割以上が荒廃する 1 協定 6 ％

⑤荒廃化しない 協定 ％

　廃止協定においては、荒廃した農用地が増えていくと想定されるため、協定の継続に向けた支
援が重要となってくる。

協定数 割合

①１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－１ 1 協定 6 ％

②１つの集落協定の中に、複数の農業集落がある例－２ 協定 ％

③１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－１ 9 協定 56 ％

④１つの集落協定の中に、１つの農業集落がある例－２ 2 協定 13 ％

⑤１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－１ 協定 ％

⑥１つの農業集落の中に、複数の集落協定がある例－２ 2 協定 13 ％

協定数 割合

①中山間地域等直接支払制度のための話合いを開催 11 協定 69 ％

②地域の他の話合いとともに、中山間地域等直接支払制度の話合いを開催 3 協定 19 ％

元協定数 割合

①元協定参加農家の中には、参加する農家もいると思われる 4 協定 25 ％

②活動に参加する農家はない 10 協定 63 ％

③近隣集落に協定がない 協定 ％

　高齢化等により、農地の自己保全が精一杯であり、共同活動への参加が困難となっているもの
と思われる。

・第６期対策に向けて、広域化の検討など廃止協定を少しでも減らす努力をお願いする。
・なお広域化にあたっては意味がある範囲で協定を結ぶ必要がある。単に事務負担軽減や高齢化
により範囲を決定すると、肝心な共同活動や農地保全が空洞化してしまって、本末転倒。目的を
達成するため、行政側で誘導してもらいたい。

・近隣の集落協定から誘いがあった場合、参加する農家もいると回答されているため、個別に対
応していくようお願いする。



１　現在の集落の状況
（１）「話合い」や「行事」のまとめ役（リーダー）となる者の有無

（２）地域の農業の「担い手」の有無

（３）現在の集落での共同活動

１の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

１の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

２　農用地の状況
（１）農用地の耕作者

Ⅴ－４　未実施集落へのアンケート調査結果の評価

集落数 割合

①いる 8 集落 26 ％

②いない 6 集落 19 ％

集落数 割合

①いる 5 集落 16 ％

②いない 9 集落 29 ％

集落数 割合

①農地の保全活動（草刈り、耕起、畦畔の草刈り、法面の管理等） 4 集落 13 ％

②農道・水路等の維持・管理活動（多面的機能支払による活動を含む） 8 集落 26 ％

③鳥獣緩衝帯の設置・草刈り 3 集落 10 ％

④維持できなくなった農地の林地化（計画的な植林） 集落 ％

⑤農作業の共同化 1 集落 3 ％

⑥農業機械の共同利用 2 集落 6 ％

⑦鳥獣害対策 3 集落 10 ％

⑧放牧、景観作物の栽培等の粗放的農地利用 1 集落 3 ％

⑨都市住民との交流活動 1 集落 3 ％

⑩農産物の販売・加工 3 集落 10 ％

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）

3 集落 10 ％

⑫生き物観察や生物保全活動 1 集落 3 ％

⑬その他 集落 ％

⑭集落で共同活動は実施していない 6 集落 19 ％

　まとめ役や担い手がいる集落については、農地の保全活動など共同活動が実践されているもの
と思われる。
　一方で、共同活動ができていない集落もあるため、市町村を通じて本制度の活用を促してい
く。

※　アンケート対象の未実施協定数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－４　未実施集落へのアンケート調査結果
   の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

集落数 割合

①地域の担い手が主に耕作 集落 ％

②地域の担い手と各農家がそれぞれ耕作 4 集落 13 ％

③各農家がそれぞれ耕作 10 集落 32 ％

④ほとんどの農地が荒廃化し、誰も耕作していない 集落 ％

・十分に本制度を認知されていない集落もあるため、引き続き事業の周知をお願いする。



（２）集落の農用地の状況
ア　最近５年間の集落の農用地の状況の変化

イ　集落の農用地の５年後の荒廃状況

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

３　中山間地域等直接支払制度の認知度
（１）中山間地域等直接支払制度を知っているか

（２）中山間地域等直接支払制度が集落の話合いで出たことがあるか

集落数 割合

①荒廃した農用地がある 8 集落 26 ％

②作付けしない農用地がある 7 集落 23 ％

③転用された農用地がある 4 集落 13 ％

④林地化（植林）された農用地がある 集落 ％

⑤景観作物の作付や放牧等の粗放的利用されている農用地がある 集落 ％

⑥担い手から所有者に返還された農用地がある 1 集落 3 ％

⑦担い手に貸し付けされた農用地がある 7 集落 23 ％

⑧鳥獣被害が発生している 8 集落 26 ％

⑨災害による被害を受けた農用地がある 3 集落 10 ％

⑩基盤整備された農用地がある（令和２年４月以降） 集落 ％

⑪以前と特に変わらない（令和２年４月以降） 5 集落 16 ％

⑫その他 集落 ％

集落数 割合

①集落の農用地の１割未満が荒廃する 2 集落 6 ％

②集落の農用地の１～３割が荒廃する 6 集落 19 ％

③集落の農用地の３～５割が荒廃する 2 集落 6 ％

④集落の農用地の５割以上が荒廃する 2 集落 6 ％

⑤荒廃化しない 2 集落 6 ％

　荒廃農用地や鳥獣被害の発生が懸念される状況にあり、地域計画作成の機会などを活用して、
本制度や農村RMOなどの仕組みを提案し、共同活動の取組を推進していく。

集落数 割合

①聞いたこともあり、少しは制度の内容を知っている 7 集落 23 ％

②制度があることは知っているが、内容は知らない 3 集落 10 ％

③知らない 4 集落 13 ％

集落数 割合

①集落で中山間地域等直接支払制度の話が出たことがある 6 集落 19 ％

②出たことはない 4 集落 13 ％

・十分に本制度を認知されていない集落もあるため、引き続き事業の周知をお願いする。



（３）中山間地域等直接支払制度に取り組まなかった理由

（４）中山間地域等直接支払制度に取り組む意向の有無

３の（１）から（４）について都道府県の所見【必須】

３の（１）から（４）について第三者機関の意見【必須】

集落数 割合

①集落内の合意が取れなかったため 2 集落 6 ％

②交付金の返還等の要件が厳しかったため　 集落 ％

③事務手続きが負担となるため 1 集落 3 ％

④制度の対象となる農用地の要件を満たさなかったため 4 集落 13 ％

⑤取り組むに当たって、中心となるリーダーがいなかったため 集落 ％

⑥農家が高齢化しており、５年間続ける自信がなかったため 集落 ％

⑦地域農業の中心となる者がいなかったため 集落 ％

⑧農業収入が見込めなかったため 1 集落 3 ％

⑨鳥獣被害が増加していたため 集落 ％

⑩近隣の集落も取り組んでいなかったため 1 集落 3 ％

⑪ほ場条件が悪いため 2 集落 6 ％

⑫中山間地域等直接支払制度がなくても農用地の維持・管理が可能であるため 集落 ％

⑬その他 集落 ％

集落数 割合

①ある 4 集落 13 ％

②ない 10 集落 32 ％

　制度を知らない集落もあるため、引き続き、事業周知を行う。取り組む意向のある集落には、
市町村を通じて個別に事業説明するなど、活用を促す。

・十分に本制度を認知されていない集落もあるため、引き続き事業の周知をお願いする。
・取り組み意向のある集落には、個別に対応していくようお願いする。



１　第５期対策の中山間等直接支払制度の効果
（１）荒廃農地の発生・防止への貢献の程度

（２）本制度の効果

（３）本制度の必要性

１の（１）から（３）について都道府県の所見【必須】

１の（１）から（３）について第三者機関の意見【必須】

２　本制度の改善点等
（１）本制度の改善点

Ⅴ－５　市町村へのアンケート調査結果の評価

市町村数 割合

①かなり貢献した 12 市町村 39 ％

②一定程度貢献した 17 市町村 55 ％

③やや貢献した 2 市町村 6 ％

④貢献していない 市町村 ％

協定数 割合

①荒廃農地の発生防止　　 29 市町村 94 ％

②水路・農道等の維持、地域の環境が保全された 30 市町村 97 ％

③農業機械等の共同利用により作業が効率化した 9 市町村 29 ％

④農業（農外）収入が増加した 4 市町村 13 ％

⑤集落営農の組織化・法人化、新規就農者等の担い手を確保（増加）した　 4 市町村 13 ％

⑥担い手への農地の集積・集約化が進んだ 2 市町村 6 ％

⑦鳥獣被害が減少した 12 市町村 39 ％

⑧荒廃農地を再生した 3 市町村 10 ％

⑨都市住民等との交流が増加した 2 市町村 6 ％

⑩定住者等を確保した　　 市町村 ％

⑪地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）を開始した

市町村 ％

⑫集落の寄り合いや行事等の集落機能が維持された　 5 市町村 16 ％

⑬その他 市町村 ％

⑭特に効果は感じられない 市町村 ％

協定数 割合

①現行制度を維持し、制度を継続する必要がある 19 市町村 61 ％

②制度の見直しを行い、継続する必要がある 12 市町村 39 ％

③制度を廃止しても構わない 市町村 ％

　本制度については、荒廃農地の発生防止や水路・農道等の維持に貢献していると評価している
市町村が大半であり、事業目的は達成している。
　地域の実情に沿った制度の見直し（事務負担の軽減が最も多い）を求め、集落協定、市町村と
もに事業を活用しやすい環境づくりが必要。

※　アンケート対象の市町村数が５未満の都道府県は、「Ⅴ－５　市町村へのアンケート調査結果
　 の評価」中の「都道府県の所見」と「第三者機関の意見」は省略可能

協定数 割合

①対象地域の要件緩和　 11 市町村 35 ％

②傾斜区分の要件緩和　 11 市町村 35 ％

③一団の農用地（1ha以上）の要件緩和　 9 市町村 29 ％

④協定活動期間（５年間）の緩和 15 市町村 48 ％

⑤必須活動の内容の緩和　 12 市町村 39 ％

⑥集落戦略の内容の簡素化　 11 市町村 35 ％

⑦集落マスタープランの活動方策の内容の見直し 4 市町村 13 ％

⑧交付単価の増額 12 市町村 39 ％

⑨加算の充実 3 市町村 10 ％

⑩交付金返還規定の緩和 14 市町村 45 ％

⑪協定書様式・申請手続きの簡素化等の事務負担の軽減 26 市町村 84 ％

⑫その他 2 市町村 6 ％

・本制度を評価している市町村が大半である。事務負担の軽減など必要な制度見直しを行い、継
続が必要。



（２）集落や農用地を維持するための支援や対策

２の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

２の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

３　今後の農地利用や集落機能等
（１）次期対策

ア　次期対策における協定数

イ　協定数の減少要因

協定数 割合

①農業の担い手を確保するための支援 28 市町村 90 ％

②担い手への農地の集積・集約化のための支援 13 市町村 42 ％

③地域外からの定住者等を確保するための支援 12 市町村 39 ％

④集落協定の広域化や統合に対する支援 4 市町村 13 ％

⑤鳥獣害対策に対する支援 16 市町村 52 ％

⑥高収益作物の生産やブランド化、農産物加工に対する支援 1 市町村 3 ％

⑦機械の共同利用や農作業の効率化に対する支援 9 市町村 29 ％

⑧地域での生活支援活動（高齢者世帯への声掛け、子どもの見守り、買い物支援、雪か
き・雪下ろし等）に対する支援

4 市町村 13 ％

⑨地域の各種団体と連携・協力し、地域の農用地を守る仕組みを構築する取組への支援 6 市町村 19 ％

⑩都市部の組織や市民との交流活動等や地域情報を発信するための支援 1 市町村 3 ％

⑪地域の活動をサポートする組織や人材を確保するための支援 11 市町村 35 ％

⑫農業機械の購入、農業用施設や農産加工施設等の整備に対する支援 11 市町村 35 ％

⑬傾斜地において、安全に農作業できる農業用機械の購入に対する支援 5 市町村 16 ％

⑭その他 1 市町村 3 ％

⑮特になし 市町村 ％

　協定書様式・申請手続きの簡素化等の事務負担軽減を求める声が多く、協定の継続のために
は、必要な対応であると思われる。市町村に聞き取りを行い、改善点を国へ提案していく必要が
ある。
　担い手の確保や鳥獣害対策などについては、市町村を通じて、支援策の周知を行う。

協定数 割合

①おおむね現状維持が見込まれる 16 市町村 52 ％

②若干の減少が見込まれる 15 市町村 48 ％

③かなりの減少が見込まれる 市町村 ％

④ほぼすべての協定の廃止が見込まれる 市町村 ％

⑤協定の統合・広域化が進むことが見込まれる 市町村 ％

⑥新規の協定や活動再開の協定により、協定数の増加が見込まれる 市町村 ％

協定数 割合

①活動の中心となるリーダーの高齢化のため 市町村 ％

②協定参加者の高齢化による体力や活動意欲低下のため 市町村 ％

③地域農業の中心となる者がいないため 市町村 ％

④農業収入が見込めないため 市町村 ％

⑤鳥獣被害増加のため 市町村 ％

⑥事務手続きが負担なため 市町村 ％

⑦交付金の遡及返還が不安なため 市町村 ％

⑧統合の相手先となる協定が近隣にないため 市町村 ％

⑨協定内の意見がまとまらず、合意形成が困難なため 市町村 ％

⑩その他 市町村 ％

・中山間地域の課題解決のため、国に対して、現場の状況をしっかり発信していくことが必要。



ウ　集落協定の統合・広域化の推進方針

（１）のアからウについて都道府県の所見【必須】

。
（１）のアからウについて第三者機関の意見【必須】

（２）５年後（令和10年）の農用地の利用、集落機能等

ア　農用地の荒廃状況

イ　集落の寄り合いの回数

ウ　集落の各種行事の回数

（２）のアからウについて都道府県の所見【必須】

（２）のアからウについて第三者機関の意見【必須】

協定数 割合

①小規模集落協定に対して周辺の集落協定への統合を推進する 2 市町村 6 ％

②高齢化が進んでいる集落協定に対して周辺集落協定への統合を推進する 5 市町村 16 ％

③集落協定の規模等に関わらず統合を推進する 2 市町村 6 ％

④集落協定に対して周辺の未実施集落の取り込みを推進する 市町村 ％

⑤未実施集落に対する協定締結を推進する 市町村 ％

⑥担い手に対して個別協定に取り組むことを推進する 市町村 ％

⑦相談があれば対応するが、特段の推進は考えていない 23 市町村 74 ％

⑧その他 市町村 ％

　広域化の意向がある協定は、個別に状況把握を行い、広域化に向けた検討を行うよう市町村へ
助言していく。

協定数 割合

①かなり荒廃化が進む 9 市町村 29 ％

②やや荒廃化が進む 22 市町村 71 ％

③荒廃化しない 市町村 ％

④荒廃農地の解消が進む 市町村 ％

協定数 割合

①今よりも増加する 市町村 ％

②今と変わらない 13 市町村 42 ％

③今よりも減少する 18 市町村 58 ％

協定数 割合

①今よりも増加する 市町村 ％

②今と変わらない 10 市町村 32 ％

③今よりも減少する 21 市町村 68 ％

　高齢化により厳しい状況が想定されるため、様々な施策を複合的に講じていく必要がある。

・広域化にあたっては意味がある範囲で協定を結ぶ必要がある。単に事務負担軽減や高齢化によ
り範囲を決定すると、肝心な共同活動や農地保全が空洞化してしまって、本末転倒。目的を達成
するため、行政側で誘導してもらいたい。

・本制度への取組を通じて、耕作放棄を抑制するよう望む。



４　集落戦略
（１）集落戦略作成の推進に当たっての苦労

（２）集落戦略作成の推進に当たっての工夫

４の（１）及び（２）について都道府県の所見【必須】

４の（１）及び（２）について第三者機関の意見【必須】

５　農村ＲＭＯの推進の意向

５について都道府県の所見【必須】

５について第三者機関の意見【必須】

協定数 割合

①話し合う場を設けることが困難であった 15 市町村 48 ％

②協定参加者以外の参集に苦労した 3 市町村 10 ％

③話合いをリードする者の確保など、話合いを進めることに苦労した 12 市町村 39 ％

④担い手が耕作する農地を明確化することに苦労した 8 市町村 26 ％

⑤草刈り等の管理のみを行う農地（粗放的利用する農地）を明確化することに苦労した 2 市町村 6 ％

⑥地域の農業を担う担い手の目途が立たない 13 市町村 42 ％

⑦地域の寄り合いや行事を主導するリーダーの目途が立たない 6 市町村 19 ％

⑧高齢化が進み、10年後の農用地の将来像を考えること自体が難しかった 21 市町村 68 ％

⑨協定を広域化したため、どの範囲でどうやって集落戦略を作成するかなどの調整に苦
労した

1 市町村 3 ％

⑩その他 1 市町村 3 ％

⑪特になし 2 市町村 6 ％

協定数 割合

①アンケートや戸別訪問等により、話合いの方法を工夫した 8 市町村 26 ％

②話合いをリードする者を活用して進めた 8 市町村 26 ％

③関係機関の協力を得て進めた 10 市町村 32 ％

④協定参加者が、今後も健在であることを前提として作成を進めた 11 市町村 35 ％

⑤担い手やリーダーの確保、農地中間管理機構への農地の貸付等に取り組んでいくこと
を前提に作成を進めた

2 市町村 6 ％

⑥集落戦略の作成範囲を分割し、一つの話合いの単位を小さくして作成した 1 市町村 3 ％

⑦その他 2 市町村 6 ％

⑧特になし 3 市町村 10 ％

　策定マニュアルを活用した研修会の開催やアドバイザーによる協定向けのワークショップ開催
など支援してきたが、市町村によっては話し合いの場の設定が困難な地域もある。
　今後、最終年（R６年度）までの集落戦略作成に向けて、他地区の工夫事例を紹介するなど、
具体的な方法に踏み込んで、助言していく。

協定数 割合

①現在も推進しており、今後も推進する予定 4 市町村 13 ％

②現在は推進していないが、今後は推進する予定 8 市町村 26 ％

③現在は推進しているが、今後は推進しない予定 市町村 ％

④現在も推進していないが、今後も特に推進しない予定 15 市町村 48 ％

⑤その他 4 市町村 13 ％

　活動の継続、集落機能強化のため、農村RMOの形成は、有効な手法であるため、現在、事業実
施中の４町村に加え、推進を希望する市町村等を中心に、引き続き、啓発普及を行う。

・市町村職員は、若手主体となり、かつ多様な業務を抱えている状況。農業部門の経験豊富な職
員が減ってきている。職員（若手）と地域（高齢者）との世代間ギャップも、ひとつの課題では
ないか。そうした部分を繋ぐ、関係機関（JAなど）や地域のことがわかっている方などに参加し
てもらう機運を高める必要がある。

・農村RMOの推進に関して、市町村が消極的。まずは、推進を希望する市町村から啓発普及の継
続をお願いする。
・市町村同士の連携も大切ではないか。近隣の市町村で情報共有を行い、成功事例の横展開が必
要。



（１）協定の統合・広域化等に対する支援＜全都道府県（令和２年度及び３年度状況）＞

（２）廃止協定、未実施集落に対する支援＜全都道府県（令和２年度及び３年度状況）＞

（３）集落戦略作成に対する支援＜全都道府県（令和２年度及び３年度状況）＞

様式3-2の別紙

都道府県の推進体制に関する自己評価票

都道府県名 高知県 担当部署 農業振興部農業政策課

１　市町村及び都道府県出先機関に対して行った本制度の推進内容

①協定の統合・広域化を目指す協定の掘り起こし

②近隣協定への統合等を希望する協定や集落の掘り起こし

③統合・広域化に向けた話し合いに出席 〇

④協定や集落との意見調整

⑤関係機関等に対して話し合いへの出席を依頼

⑥目標達成に向けた技術的助言 〇

⑦事例紹介 〇

⑧協定役員等を参集した説明会の開催

⑨市町村独自のマニュアル等の作成・配布

⑩その他
広域化を目指す協定の把握を行い、市町村に対し、広域化加算や集落機能
強化加算の紹介

〇

⑪特に何もしていない

①集落の代表者や役員に対して活動を働きかけ

②集落の話し合い等に出席し活動を働きかけ

③近隣協定への参加を働きかけ

④チラシ等を配布

⑤制度の説明会への出席を依頼

⑥その他
５期対策の開始にあたり、前期から協定数が減った市町村を訪問して状況等
の聞き取りを行い、助言

〇

⑦特に何もしていない

①集落戦略の話し合いに出席 〇

②集落戦略の話し合いをリードする専門家等を紹介 〇

③関係機関等に対して話し合いへの出席を依頼

④協定に対する技術的助言 〇

⑤事例紹介

⑥協定役員等を参集した説明会の開催

⑦市町村独自のマニュアル等の作成・配布

⑧その他
集落戦略策定マニュアル（国作成）を活用し、市町村担当者等に集落戦略作
成に向けた研修会の開催

〇

⑨特に何もしていない



２　関係機関との連携状況

中山間地域等直接支払制度の推進、活動目標達成に向けた支援等に当たって、関係機
関・団体等との連携状況＜全都道府県（令和４年度８月現在の状況）＞
（該当するものに「〇」、特に連携を密にしている関係機関に「◎」）

①都道府県の農業担当以外の部局 〇

②都道府県農業委員会ネットワーク機構（都道府県農業会議）

③農協中央会

④農地中間管理機構

⑤県土連 〇

⑥都道府県農業再生協議会

⑦都道府県担い手育成総合支援協議会

⑧都道府県農業法人協会

⑨まちづくり関係の組織・団体

⑩福祉関係の組織・団体

⑪その他

⑫特になし

３　本制度の推進に対する自己評価（令和４年８月までの支援状況を評価）

（１）市町村及び都道府県出先機関に対する本制度の推進についての自己評価＜
全都道府県＞

〇

（２）関係機関との連携についての自己評価＜全都道府県＞ 〇

　◎：十分な推進や支援を行っている
　○：一定程度の推進や支援を行っている
　△：推進や支援を十分していない
　×：推進や支援をしていない


